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北海道内において、年金機構（年金事務所）や市町村職員等を

かたり、「還付金がある」「ATMでお金を受け取ることができる

ので取引口座の金融機関を教えてほしい」などの不審な電話が

来る事案が発生しております。 

その後、金融機関職員をかたる者から電話で ATM に行くよ

うに言われ、指示どおりに ATM を操作すると、お金を振込ん

でしまい、だまし取られる被害に繋がっております。 

行政機関が電話で口座番号を聞いたり、ATMを操作させるこ

とは絶対にありません。 

また、当金庫から、お客様に電話で ATM に行くようにご連

絡し、ATMの操作を指示することはございません。 

不審な電話があった際には、ご家族や警察署、最寄りの当金庫

店舗等にご相談をいただきますようお願いいたします。 

「年金事務所」や「市町村職員」をかたる 

還付金詐欺にご注意ください！！ 


